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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第40期

第１四半期累計期間
第41期

第１四半期累計期間
第40期

会計期間
自  平成23年10月21日
至  平成24年１月20日

自  平成24年10月21日
至  平成25年１月20日

自  平成23年10月21日
至  平成24年10月20日

売上高 (千円) 291,397 211,373 1,984,946

経常利益又は経常損失(△) (千円) △1,781 △65,874 135,587

四半期純損失(△)又は当期純利
益

(千円) △7,542 △43,096 30,548

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 479,885 479,885 479,885

発行済株式総数 (株) 5,969,024 5,969,024 5,969,024

純資産額 (千円) 1,727,919 1,718,281 1,781,283

総資産額 (千円) 5,251,295 5,182,312 4,975,435

１株当たり四半期純損失金額
(△)又は当期純利益金額

(円) △1.35 △7.69 5.45

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 5.00

自己資本比率 (％) 32.9 33.2 35.8

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

 ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載を省略しております。

 ４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであり
ます。

(1)経営成績の分析

①業績の概況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要などを背景に一部地域に緩

やかな景気回復の兆しが見られたものの、長引く欧州の財政危機問題による金融不安や慢性的なデフレ

経済などにより、依然として先行き不透明な状況で推移しました。　

その中で当社の属する建設コンサルタント業界の市場環境におきましては、平成24年12月に発足した

第２次安倍政権の政策転換により、国の建設投資については今後増加が期待されるものの、一方では地方

公共団体の公共事業については予算の縮減傾向が継続されているため、引き続き厳しい受注環境となり

ました。

こうした状況の中、当社としましては、前事業年度より引き続き技術提案に基づく評価方式への対応強

化を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、きめ細かな営業活動を展開して全社を挙げて受注確保

に取り組みましたが、当第１四半期累計期間の受注高は３億５千４百万円(前年同四半期比12.8％減)と

なりました。

収益面につきましては、後述のとおり売上高の季節的変動要因などの影響により、売上高２億１千１百

万円(同27.5％減)、営業損失５千２百万円(前年同四半期は営業利益８百万円)、経常損失６千５百万円

（同経常損失１百万円）、四半期純損失４千３百万円（同四半期純損失７百万円）となりました。

　
なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。

（建設コンサルタント事業）

建設コンサルタント事業の当第１四半期累計期間の業績は、売上高の季節的変動要因などの影響によ

り、完成業務収入１億７千万円(前年同四半期比32.3％減)、売上総利益５千２百万円(同53.2％減)となり

ました。

（不動産賃貸等事業）

不動産賃貸等事業の当第１四半期累計期間の業績は、諸経費削減などにより、不動産賃貸等収入４千万

円(前年同四半期比3.8％増)、売上総利益１千万円(同40.8％増)となりました。

　
②売上高の季節的変動について

当社の主要事業である建設コンサルタント事業は、主要顧客先が国・地方自治体であることから、公共

事業の工期が事業年度末である３月および９月に集中する傾向にあるため、当社の売上高の計上時期が

第２四半期会計期間と第４四半期会計期間に偏る傾向が高い反面、販売費及び一般管理費は各四半期毎

に概ね均等に発生するという季節的変動要因があります。
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(2)財政状態の分析

(資産)

資産合計は、51億８千２百万円(前事業年度末比２億６百万円増)となりました。

主な増減内訳は、受取手形及び完成業務未収入金(同５千４百万円減)、未成業務支出金(同２億１千５百

万円増)等であります。

(負債)

負債合計は、34億６千４百万円(前事業年度末比２億６千９百万円増)となりました。

主な増減内訳は、業務未払金（前事業年度末比３千１百万円減）、未払法人税等(同６千６百万円減)、短

期借入金(同４億円増)等であります。

(純資産)

純資産合計は、17億１千８百万円(前事業年度末比６千３百万円減)となりました。

主な増減内訳は、利益剰余金(同７千１百万円減)等であります。

　
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び
新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につきましては、特に
定めておりませんので、記載すべき事項はありません。

　

(4)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年１月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年３月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,969,024 5,969,024
大阪証券取引所　

JASDAQ(スタンダード)
（注）

計 5,969,024 5,969,024 ― ―

(注)株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年１月20日 ― 5,969,024 ― 479,885 ― 306,201

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成24年10月20日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成24年10月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 368,400

―
権利内容に何ら制限のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,599,000
55,990 同上

単元未満株式 普通株式 1,624 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 5,969,024 ― ―

総株主の議決権 ― 55,990 ―

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年10月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社キタック

新潟市中央区新光町10番地２ 368,400 ― 368,400 6.17

計 ― 368,400 ― 368,400 6.17

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成24年10月21日から

平成25年１月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年10月21日から平成25年１月20日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社が存在しませんので四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年10月20日)

当第１四半期会計期間
(平成25年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 86,454 108,835

受取手形及び完成業務未収入金 124,074 69,699

未成業務支出金 303,185 518,618

貯蔵品 3,999 3,012

繰延税金資産 27,039 51,188

その他 10,629 11,746

貸倒引当金 △306 △175

流動資産合計 555,074 762,925

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 269,592 327,480

工具、器具及び備品（純額） 410,025 410,670

賃貸資産（純額） 1,190,162 1,114,067

土地 2,354,153 2,354,153

その他（純額） 30,153 28,180

有形固定資産合計 4,254,087 4,234,553

無形固定資産 13,417 13,172

投資その他の資産

投資有価証券 96,945 106,315

繰延税金資産 39,858 37,716

その他 16,065 27,642

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 152,855 171,660

固定資産合計 4,420,360 4,419,386

資産合計 4,975,435 5,182,312

負債の部

流動負債

業務未払金 68,083 36,513

短期借入金 530,000 930,000

1年内償還予定の社債 232,000 32,000

1年内返済予定の長期借入金 217,540 231,244

未払法人税等 67,751 1,076

未成業務受入金 178,526 182,429

賞与引当金 39,217 16,655

業務損失引当金 6,777 13,143

その他 139,324 127,866

流動負債合計 1,479,219 1,570,927

固定負債

社債 200,000 350,000

長期借入金 1,258,791 1,288,535

退職給付引当金 39,831 41,875

役員退職慰労引当金 181,033 178,781

その他 35,275 33,910

固定負債合計 1,714,932 1,893,102
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年10月20日)

当第１四半期会計期間
(平成25年１月20日)

負債合計 3,194,151 3,464,030

純資産の部

株主資本

資本金 479,885 479,885

資本剰余金 306,201 306,201

利益剰余金 1,105,836 1,034,737

自己株式 △110,487 △110,487

株主資本合計 1,781,436 1,710,336

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △152 7,945

評価・換算差額等合計 △152 7,945

純資産合計 1,781,283 1,718,281

負債純資産合計 4,975,435 5,182,312
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成23年10月21日
　至 平成24年１月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年10月21日
　至 平成25年１月20日)

売上高 291,397 211,373

売上原価 172,161 148,719

売上総利益 119,235 62,654

販売費及び一般管理費 110,405 115,222

営業利益又は営業損失（△） 8,829 △52,567

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 767 767

業務受託手数料 6,684 4,347

その他 584 675

営業外収益合計 8,038 5,792

営業外費用

支払利息 12,722 11,746

社債利息 2,099 836

その他 3,826 6,514

営業外費用合計 18,648 19,098

経常損失（△） △1,781 △65,874

税引前四半期純損失（△） △1,781 △65,874

法人税、住民税及び事業税 572 501

法人税等調整額 5,188 △23,279

法人税等合計 5,761 △22,777

四半期純損失（△） △7,542 △43,096
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【会計方針の変更】

当第１四半期累計期間
(自  平成24年10月21日  至  平成25年１月20日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年10月21日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　
【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間（自  平成23年10月21日　至  平成24年１月20日）及び当第１四半期累計期間（自

  平成24年10月21日　至  平成25年１月20日）

当社は、官公庁取引が大半を占める事業の性質上、売上高が第２四半期会計期間及び第４四半期会計期

間に集中する傾向があり、各四半期会計期間の業績に季節的変動があります。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期累計期間
(自　平成23年10月21日
至　平成24年１月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年10月21日
至　平成25年１月20日)

減価償却費 21,999千円 21,507千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成23年10月21日  至  平成24年１月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年１月12日
定時株主総会

普通株式 28,003 5.00平成23年10月20日 平成24年１月13日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成24年10月21日  至  平成25年１月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年１月17日
定時株主総会

普通株式 28,002 5.00平成24年10月20日 平成25年１月18日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成23年10月21日  至  平成24年１月20日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 （単位：千円）

　
報告セグメント

建設コンサルタント事業 不動産賃貸等事業 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 252,456 38,940 291,397

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 252,456 38,940 291,397

セグメント利益 111,902 7,333 119,235

(注)　セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

　
Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成24年10月21日  至  平成25年１月20日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 （単位：千円）

　
報告セグメント

建設コンサルタント事業 不動産賃貸等事業 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 170,938 40,435 211,373

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 170,938 40,435 211,373

セグメント利益 52,325 10,328 62,654

(注)　セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社キタック(E05015)

四半期報告書

12/15



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成23年10月21日
至  平成24年１月20日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年10月21日
至  平成25年１月20日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △１円35銭 △７円69銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(△)(千円) △7,542 △43,096

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △7,542 △43,096

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,600,702 5,600,589

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　　

　

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年３月１日

株式会社キタック

取締役会  御中

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    五十幡　　理一郎　　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    神　代　　　勲　　　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社キタックの平成24年10月21日から平成25年10月20日までの第41期事業年度の第１四半期会計期間(平成

24年10月21日から平成25年１月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年10月21日から平成25年１月20日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キタックの平成25年１月20日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社キタック(E05015)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第１四半期累計期間
	会計方針の変更
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

